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お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
の

加
入
・
脱
退
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？

　

職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
時
、
ま
た
、

就
職
し
て
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た

時
は
、
役
場
で
国
民
健
康
保
険
の
加
入
・

脱
退
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
原
則
14
日

以
内
に
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

【
加
入
の
届
出
が
遅
れ
た
場
合
】

◦
国
民
健
康
保
険
税
は
、
資
格
を
得
た
月

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

◦
保
険
証
が
な
い
間
の
医
療
費
は
、
全
額

自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。

職
場
を
退
職
後
の
健
康
保
険
は
？

①
健
康
保
険
を
任
意
継
続

　

退
職
後
原
則
20
日
以
内
に
職
場
へ
申

請
す
れ
ば
、
職
場
の
健
康
保
険
に
引
き

続
き
２
年
間
加
入
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
職
場
の
健
康
保
険
担
当
者
に
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

②
健
康
保
険
の
扶
養
認
定

　

家
族
の
健
康
保
険
に
扶
養
家
族
と
し

て
認
定
さ
れ
な
い
か
、
家
族
の
職
場
へ

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

（
例
）
60
歳
以
上
収
入
１
８
０
万
円
未
満
で

家
族
の
収
入
の
１
／
２
未
満
な
ど
。

※
職
場
の
健
康
診
断
な
ど
を
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
る
な
ど
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て

も
、
職
場
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

③
国
民
健
康
保
険
に
加
入

　

①
及
び
②
に
該
当
し
な
い
場
合
は
国

民
健
康
保
険
に
加
入
の
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

【
脱
退
の
届
出
が
遅
れ
た
場
合
】

◦
国
民
健
康
保
険
が
負
担
し
た
医
療
費
を

返
還
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◦
他
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
も
、
国
民

健
康
保
険
脱
退
の
届
け
出
を
し
な
い
と

国
民
健
康
保
険
税
は
請
求
さ
れ
ま
す
。

 

　

国
民
健
康
保
険
脱
退
の
手
続
き
は
、

職
場
で
は
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
の
で
、

役
場
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

加
入
に
は
、
退
職
証
明
書
ま
た
は
資
格

喪
失
証
明
書
、
脱
退
に
は
、
職
場
の
保
険

証
が
必
要
で
す
。

　

そ
の
ほ
か
に
、
対
象
者
と
世
帯
主
の
個

人
番
号
確
認
書
類
と
、
本
人
確
認
が
で
き

る
運
転
免
許
証
な
ど
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

◆
加
入
・
脱
退
届
け
先

　

住
民
課
及
び
各
支
所
総
合
窓
口
室

＊
同
時
に
国
民
年
金
の
届
け
が
必
要
な
い

手
続
き
（
職
場
の
健
康
保
険
加
入
に
よ

る
国
保
脱
退
手
続
き
等
）
は
、
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー
な
わ
内
健
康
対
策
課
で
も

受
け
付
け
で
き
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
対
策
課☎

０
８
５
９
‐
54
‐
５
２
０
６

林
地
台
帳
の
公
表
が

４
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
す

　

本
町
で
は
、
平
成
31
年
４
月
か
ら
、
林

地
台
帳
及
び
地
図
の
公
表
、
台
帳
情
報
の

提
供
が
始
ま
り
ま
す
。

◆
林
地
台
帳
及
び
地
図
と
は

　

市
町
村
が
統
一
的
基
準
に
基
づ
き
、

森
林
の
土
地
の
所
有
者
や
林
地
の
境
界

に
関
す
る
情
報
な
ど
を
整
備
し
た
も
の

で
す
。

　

た
だ
し
、
す
べ
て
の
箇
所
が
登
記
情

報
等
と
整
合
性
が
図
ら
れ
て
い
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
公
表
に
つ
い
て

　

林
地
台
帳
及
び
地
図
の
公
表
の
対
象

は
、
森
林
の
土
地
の
所
有
者
の
氏
名
・

住
所
が
含
ま
れ
な
い
情
報
で
す
。

　

公
表
は
、
農
林
水
産
課
の
窓
口
で
閲

覧
に
よ
り
行
い
ま
す
。

◆
情
報
提
供
に
つ
い
て

　

森
林
の
土
地
の
所
有
者
の
氏
名
・
住

所
を
含
む
林
地
台
帳
の
情
報
は
、
土
地

所
有
者
、
ま
た
は
森
林
所
有
者
や
森
林

所
有
者
か
ら
作
業
の
委
託
を
受
け
た
者

等
に
限
っ
て
農
林
水
産
課
で
提
供
を
受

け
ら
れ
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

農
林
水
産
課
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